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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視野ドーム内面に視標スポットを投影し、前記視標スポットの投影位置、および前記視
標スポットの視認に関する被検者の応答を記録する視野計において、
　前記視標スポットを視野ドーム内面に投影する投影機構と、
　入力面の所望の位置に入力を行うためのタッチパネルと、
　前記タッチパネルにより入力された所望の位置に対応する視野ドームの位置に視標スポ
ットが投影されるように前記投影機構を制御する制御手段とを有し、
　前記視標スポットの投影、移動、および応答記録において、前記制御手段は、前記タッ
チパネルから入力された座標位置に視標スポットを投影したのち前記タッチパネルからの
入力座標の変化に応じて視野ドーム内面への前記視標スポットの投影位置を変更しつつ被
検者の応答を記録するとともに、前記タッチパネルからの入力座標を変化させる過程で前
記タッチパネルからの入力が途絶えたか否かを判定し、入力が途絶えた場合には前記視標
スポットの投影を停止し、前記タッチパネルによる新たな入力があると、入力された座標
位置に視標スポットを再投影することを特徴とする視野計。
【請求項２】
　前記タッチパネルが被検者の応答に関する応答情報の記録に用いられることを特徴とす
る請求項１に記載の視野計。
【請求項３】
　前記タッチパネルによる位置入力を、被検者の応答情報を表示する表示手段上で行うこ
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とを特徴とする請求項１又は２に記載の視野計。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明は視野計、特に視野ドーム内面に視標スポットを投影し、前記視標スポットの投影
位置、および前記視標スポットの視認に関する被検者の応答を記録する視野計に関するも
のである。
【０００２】
【従来の技術】
ある種の眼疾患に対して視野測定を行なうのが有効な場合があり、従来より、この視野測
定にはゴールドマン視野計が広く用いられていた。
【０００３】
旧来のゴールドマン視野計は、半球状の投影面を有する視野ドームに視標として照明スポ
ットを投影して、検者が視標の投影位置を純機械的な駆動機構を介して手動操作しつつ、
被検者の応答を用紙上に記録していくものである。
【０００４】
また、近年では、手動式のゴールドマン視野計の他に視標の制御を自動化した自動視野計
も用いられるようになってきている。
【０００５】
自動視野計には、視標の投影機構をあらかじめ定められたプログラムにしたがって制御す
るか、視野面にＬＥＤなどの多数の光源を配置し、これをプログラムにしたがって点灯さ
せ、被検者に適当なプロンプトを与えて応答ボタンなどを操作させるような構成となって
いる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
自動視野計が登場した背景には、手動式のゴールドマン視野計が視標を手動により操作す
るため取り扱いが難しい、という問題があった。
【０００７】
図４および図５は、従来の手動式のゴールドマン視野計の構造を示している。図４、図５
において、符号２０２はドーム（視野ドーム）で、その前方の中心位置には被検者のため
のアゴ載せ台２０３が配置されている。
【０００８】
ドーム２０２の上部位置には光源２１１が取り付けられており、この光源の光をプロジェ
クタ２１２によってドーム２０２の内面の検者が所望する位置に視標スポットとして投影
し、その時の被検者の応答を記録することにより視野検査が行なわれる。ドーム２０２を
支持する架台上には、被検者が検者に応答するための押しボタン２１９が配置されている
。
【０００９】
図５は視野計の背面を示しており、図示のようにドーム２０２の中央には被検眼のアライ
メント、あるいは検査状況をモニタするためのテレスコープ２０４が配置されている。ま
た、プロジェクタ２１２を操作するための純機械的なリンク機構としてパンタグラフ２１
０ａが設けられ、プロジェクタ２１２と結合されている。
【００１０】
パンタグラフ２１０ａの先端には、ハンドル２１０が設けられ、このハンドル２１０に取
り付けたペンなどにより、視野計背面に装着した記録用紙２０６に対して検査時のスポッ
ト位置およびユーザ応答位置などを記録することができる。記録用紙２０６には、イソプ
トメトリーなど、各種の視野測定方式に適した記録チャートのパターンが印刷されている
。
【００１１】
このように、手動式のゴールドマン視野計は、純機械的な機構を介して視標スポットを操
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作し、また記録を行なうため、測定および記録作業に習熟を要し、また、検者の検査の際
の姿勢が限定されてしまうので、検者の負担が大きいという問題があった。
【００１２】
一方、自動視野計は、視標の移動制御をプログラムにしたがって自動的に行なうので、測
定操作は容易である反面、あらかじめプログラムされた測定シーケンスを用いるために、
被検者の状態に応じて臨機応変に測定点を変更したりするような制御が不可能であり効率
の良い測定が行なえなかったり、また、測定が長時間に及ぶ問題があった。
【００１３】
上記の自動視野計の問題は、むしろ手動式のゴールドマン視野計には存在しなかったもの
で、この意味ではゴールドマン視野計にも見るべき長所がある。
【００１４】
本発明の課題は上記の問題を解決し、手動式のゴールドマン視野計および自動視野計のそ
れぞれの長所を持ち、自由度のある手動操作が可能であり、検者の意図に応じて効率よく
、また容易に測定操作を行なえる視野計を提供することにある。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するための本発明は、
　視野ドーム内面に視標スポットを投影し、前記視標スポットの投影位置、および前記視
標スポットの視認に関する被検者の応答を記録する視野計において、
　前記視標スポットを視野ドーム内面に投影する投影機構と、
　入力面の所望の位置に入力を行うためのタッチパネルと、
　前記タッチパネルにより入力された所望の位置に対応する視野ドームの位置に視標スポ
ットが投影されるように前記投影機構を制御する制御手段とを有し、
　前記視標スポットの投影、移動、および応答記録において、前記制御手段は、前記タッ
チパネルから入力された座標位置に視標スポットを投影したのち前記タッチパネルからの
入力座標の変化に応じて視野ドーム内面への前記視標スポットの投影位置を変更しつつ被
検者の応答を記録するとともに、前記タッチパネルからの入力座標を変化させる過程で前
記タッチパネルからの入力が途絶えたか否かを判定し、入力が途絶えた場合には前記視標
スポットの投影を停止し、前記タッチパネルによる新たな入力があると、入力された座標
位置に視標スポットを再投影することを特徴とする。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、図を参照して本発明の実施の形態を説明する。本実施形態では、従来のゴールドマ
ン視野計を基本構成とし、自動視野計並みの取り扱いの容易さを有し、臨機応変かつ効率
の良い測定を行なえるいわばセミオートマチック（半自動）視野計の構成を示す。
【００１７】
このために、本実施形態では、ゴールドマン視野計の操作系を電子化し、しかも、旧来の
手動式（機械式）のゴールドマン視野計の操作感覚を電子化された操作系の上でシミュレ
ートする構成を採用する。
【００１８】
図１に本発明を採用した視野計の構造を示す。図１において符号１８は視野ドームで、測
定時には不図示の架台およびアライメント機構により被検眼が視野ドーム１８の中心に位
置するようにアライメントされる。視野ドーム１８内部には背景照明用のランプ１６、１
６が配置されている。
【００１９】
被検者は、視野ドーム１８内側の投影面に投影された視標１９の注視を求められ、それが
視認できた場合には何らかの適当な方法（応答スイッチ１７の操作、あるいは音声による
応答）で検者に応答を返す。
【００２０】
視標１９を投影するために、図１では符号１～１５で示す投影光学系が配置されている。
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この光学系は、たとえば図４、図５に示したようなプロジェクタアーム中に配置すること
ができる。符号２は光源としての視標投影ランプで、その後方には反射鏡１が配置されて
いる。
【００２１】
視標投影ランプ２の光は集光レンズ３、視標板４、フィルタターレット５～７を経てリレ
ーレンズ８に入射する。
【００２２】
視標板４は視標の大きさを決めるためのもので、開口が複数設けられ、後述のＣＰＵ１０
１の制御により適当なサイズの開口が光軸上に移動されるようになっている。
【００２３】
フィルタターレット５～７のうち、符号５は視標の色を選択するための色フィルタターレ
ット、６、７は光量の調節のために設けられた２種類のＮＤフィルタターレットである。
【００２４】
さらに、リレーレンズ８を通ったフォーカスレンズ９、シャッタ１０（の開口）を経て、
ミラー１１で反射され、リレーレンズ１２を経由してミラー１３で反射される。
【００２５】
本実施形態では、視標の投影位置を制御するために、２つのミラー１４Ａ、ミラー１４Ｂ
、が設けられ、不図示のモータなどの駆動機構を介してその回動位置がＣＰＵ１０１によ
り制御される。そして最終的にプロジェクターレンズ１５を介して視野ドーム１８の投影
面に投影される。
【００２６】
本実施形態の視野計は、ＣＰＵ１０１の制御により視標の投影機構（１～１５）をあらか
じめ定められたプログラムにしたがって制御することにより自動視野計として用いること
ができるとともに、本実施形態では手動操作による視野測定も行なえるようにしてある。
【００２７】
すなわち、手動操作系は、前述の手動式（機械式）のゴールドマン視野計の操作系をディ
スプレイ、マウス、タブレットなどの操作手段を用いて電子化したものとする。このため
に、本実施形態の視野計の制御系は以下のように構成されている。
【００２８】
ＣＰＵ１０１には、ＣＲＴディスプレイ、ＬＣＤディスプレイなどの表示装置から構成さ
れたモニタ１０２、フロッピーディスク、ＭＯなどのメディアを用いる外部記憶装置１０
３、プリンタ１０４などが接続されるとともに、Ｉ／Ｏインターフェースを介してマウス
１０７、または適当なポインティングデバイス１０９、あるいはモニタ１０２とともに用
いるライトペン１０８などの入力デバイスが設けられる。
【００２９】
ポインティングデバイス１０９としては、指（あるいは専用の操作具）で直接操作するス
ライダパッドや、図３に示すようなデジタイザデバイスを用いることもできる。図３のデ
ジタイザデバイスは、後述のように従来のゴールドマン視野計の記録用紙のパターンを印
刷（あるいは表示）したデジタイザパッドの上で移動させ、位置合せ用窓１５２を介して
現在デジタイザパッド上のどの位置に置かれているかを確認しつつ、クリックボタン１５
３を用いてスポット位置の決定、ユーザ応答の記録などのためのコマンド入力を行なえる
。ポインティングデバイス１０９の現在デジタイザパッドの位置は座標情報として出力さ
れるが、座標検出方式はマウスと同様にボールによる機械的な検出方式によるものと、光
学式のものがある。
【００３０】
なお、ここに示したマウス、ライトペン、ポインティングデバイスの操作系は、いずれも
座標入力を行なえるものであり、これらの全てを設けておく必要はない。つまり、表示（
あるいは印刷）された記録用紙パターンを操作して、旧来の機械式ゴールドマン視野計の
記録用紙上で操作を行なっているのに可能な限り近い操作感覚を検者に与えられるもので
あればどのようなものであってもよい。
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【００３１】
以下では、一例として、モニタ１０２と、ライトペン１０８を用いた操作系を中心に説明
する。
【００３２】
自動視野計としての動作は、ＣＰＵ１０１の制御により視標の投影機構（１～１５）を、
不図示のインターフェース回路およびモータやソレノイドなどの駆動手段を介してあらか
じめ定められたプログラムにしたがって制御して行なうもので、従来と同様であるのでこ
こでは説明を省略する。
【００３３】
一方、（半）手動視野計として用いる場合は、検者は従来の手動式のゴールドマン視野計
のように機械的なリンクを介してミラー１４Ａ、１４Ｂの角度を操作するのではなく、ラ
イトペン１０８、あるいは他のポインティングデバイス１０９を用いてモニタ１０２に表
示された記録用紙パターン上を指示する。入力デバイスがマウス１０７、ライトペン１０
８の場合は、これらのデバイスが発生する座標情報に基づき操作位置を示すポインタをモ
ニタ１０２に表示し、デバイスのボタン押下により指示操作を行なう。図３のデジタイザ
デバイスの場合は、表示にモニタ１０２を用いる構成と、デジタイザパッドに記録用紙パ
ターンを印刷、あるいはデジタイザパッドに積層された表示器に表示する構成の両方が可
能である。
【００３４】
モニタ１０２に表示する記録用紙パターンは、たとえばイソプトメトリーなど、各種の視
野測定方式に適した記録チャートのパターンで、たとえば図２に符号１５１で示すような
ものである。このパターンはドーム１８の視標投影面の視野に相当し、検者はライトペン
１０８あるいは上記の入力デバイスによりパターン上の所望の入力位置に入力を行なうこ
とにより視標スポットの投影位置を制御し、また、被検者の応答のあった位置を記録する
ことができる。
【００３５】
視標スポットの投影位置を入力するか、被検者の応答のあった位置を入力するかは、適当
な操作方式で切り換えればよい。たとえば、不図示のキーボードやペダルスイッチなどの
操作により視標スポット投影位置の入力モード、あるいは応答位置の入力モードを切り換
えるような構成が考えられる。
【００３６】
ＣＰＵ１０１は、以上のようにして発生された操作情報を入力し、入力した操作情報に基
づき視標の投影機構（１～１５）を制御することにより視標投影位置を制御する。
【００３７】
図６に、本発明の視野計を（半）手動視野計として用いる場合の検査手順の例を示す。こ
こでは、モニタ１０２上にタッチパネルが配置されており、このタッチパネルにより座標
入力を行なう構成を例示する（マウス１０７、ライトペン１０８、ポインティングデバイ
ス１０９は用いないが、下記の制御において、タッチパネルは容易にこれらの入力デバイ
スに置換できる）。
【００３８】
図６において、電源が投入されると、まずステップＳ１において各種のモータ群（水平／
垂直方向の視標投影方向を制御するミラーＡ、Ｂおよびプロジェクターレンズ１５などを
駆動するモータ）の初期化を行ない、続いてステップＳ２でモニタ１０２の画面にｘｙ軸
およびスケールを表示する。ここで表示するのはたとえば図２の記録チャートのようなパ
ターンで、画面の表示位置およびタッチパネルの入力座標系は実際の視野ドームの座標系
とあらかじめ関連づけられているものとする。
【００３９】
ステップＳ３では、モニタ１０２上に配置されたタッチパネルからの入力を待つ。タッチ
パネルから入力があると、ステップＳ４において、タッチパネルからの入力座標を検出し
、入力位置に視標が投影されるように各モータを駆動する。これにより投影機構（１～１
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５）が制御され、ステップＳ５においてタッチパネルに検者が入力した座標位置に視標ス
ポットが呈示される。
【００４０】
その後、ステップＳ６から複数点へ視標を投影し、被検者の応答を入力するループに入る
。まずステップＳ６では、タッチパネルの入力を監視し、入力位置に変化があったか否か
を判定する。入力位置に変化があった場合にはステップＳ７において、ステップＳ４と同
様に入力位置に視標が投影されるように各モータを駆動する。すなわち、検者は被検者の
様子を見ながら適当に被検者にプロンプトを与え、視標の投影位置を変更しつつ応答スイ
ッチ１７による応答を求める。
【００４１】
ステップＳ８では、被検者の応答スイッチ１７の入力を判定する。被検者の応答入力があ
ればステップＳ１１に移行し、被検者の応答がなかった場合はステップＳ９に移行する。
【００４２】
ステップＳ９ではタッチパネルからの入力が途絶えたか（検者の指あるいは入力デバイス
がタッチパネルから離れたか）否かを判定し、入力が途絶えた場合にはステップＳ１０で
視標の表示を停止し、ステップＳ３に復帰する。
【００４３】
一方、被検者の応答があった場合はステップＳ８からＳ１１に移行し、応答記録をモニタ
１０２の画面にプロットする。もちろん、このプロット位置は応答スイッチ１７が操作さ
れた時の視標の投影座標である。また、応答位置の座標データはモニタ１０２の画面にプ
ロットするだけでなく、後の出力処理などのために、メモリに記憶させる。
【００４４】
ステップＳ１２では、検査を終了するか否かを判定する。この判定は不図示の終了スイッ
チなどの操作状態を判定することにより行なえばよい。検査終了でない場合はステップＳ
３に戻り、上記の視標の投影、移動、応答記録の処理を繰り返す。
【００４５】
検査を終了した場合はステップＳ１３においてモニタ１０２画面上で、適当な出力処理を
行なう。ここでは、たとえばこれまでに得られた複数の応答位置をモニタ１０２画面上で
線で結ぶ処理を行ない、視野範囲のグラフとして表示する。もちろん、このステップＳ１
３では、検査方式に応じて応答位置データ群に適当な演算を加え、モニタ１０２画面上に
検査方式に応じたグラフィック表示を行なうことができる。
【００４６】
ステップＳ１４では、プリンタ１０４により検査結果を記録出力する。この記録出力は、
ステップＳ１３で行なった画面表示のダンプでもよいし、また、スポット制御位置、およ
び応答位置をグラフや表形式で出力するものであってもよい。同時に外部記憶装置１０３
に検査結果を所定のデータ形式で記録する。
【００４７】
以上のようにして、タッチパネルを用いてモニタ１０２の画面をなぞるだけで、検者は容
易に視標位置を次々に決定しつつ、その時の被検者の応答を取得することができる。検査
結果は自動的に画面にプロットされ、また印刷されるので、旧来の手動式ゴールドマン視
野計における記録チャートへの記録と投影位置制御、および応答位置のプロットを同時に
行なわなければならない、という煩雑かつ操作力を要する面倒な検査作業から検者を解放
することができる。もちろん、被検者に対するプロンプトは、手動式検査同様に任意に行
なえ、検者自身のノウハウを生かし、また被検者の病状や状態に応じて視標投影手順や位
置を任意に決められるため、必要充分な検査を短時間で行なうことができる。
【００４８】
以上から明らかなように、本実施形態によれば、旧来の手動式のゴールドマン視野計にお
いて、機械的な操作機構を介して視標スポットの位置を制御するよりも容易に所望の投影
位置に視標スポットを投影することができる。
【００４９】



(7) JP 4901009 B2 2012.3.21

10

20

30

40

50

特に、操作系を、タッチパネルやモニタ１０２およびライトペン１０８（あるいはマウス
１０７、他のポインティングデバイス１０９など）の入力デバイスに集中させることがで
きるため、この意味でも測定時の操作は容易となる。
【００５０】
さらに、モニタ１０２を用いて操作の様子をモニタ表示することによって、より操作が容
易となる。たとえば、ライトペン１０８（あるいは、マウス１０７、ポインティングデバ
イス１０９）の操作に応じて決めた現在の視標の投影位置を、モニタ１０２上に記録チャ
ートの同心円パターンとして表示した視野範囲内にモニタ表示し、被検者の応答スイッチ
１７による応答があった時にその時のスポット位置を測定結果として取り込むとともに、
視標の投影位置とは異なる表示色などを用いて応答位置を表示することができ、また、被
検者の音声や応答スイッチによる応答時のスポット位置などを記録することができる。
【００５１】
あるいは、ライトペン１０８などを用いている場合には、手書き入力により文字情報とし
て視野測定に関する任意の情報を入力することもできる。手書き入力および手書き入力さ
れた文字の認識処理については公知技術であるので、ここでは詳細な説明は省略する。ま
た、視野測定に関する装置の動作モードの制御などに必要なメニューをモニタ１０２（あ
るいはデジタイザパッド、タッチパネルなど）に表示し、ライトペン１０８を用いて検者
に選択させるような構成も考えられる。
【００５２】
また、あらかじめ固定されたプログラムにより測定を行なうのではなく、被検眼／被検者
の状態に応じて臨機応変に測定点を変更する、測定順序を変更する、などの対処が可能で
あり、効率よく短時間で測定を終了することができ、さらに、旧来の機械式ゴールドマン
視野計のように、検者の姿勢が制約される問題がなく、検者、被検者双方の負担、疲労度
が小さくて済む。
【００５３】
つまり、本実施形態の視野計は、旧来の手動式（機械式）のゴールドマン視野計の操作感
覚を電子化された操作系の上でシミュレートする構成を採用しているので、自動視野計並
みの取り扱いの容易さを有し、臨機応変かつ効率の良い測定を行なえる優れた操作性を有
する。
【００５４】
また、視標の投影機構（１～１５）は、純機械式の機構により制御されるものではなく、
自動視野計の視標の投影機構をそのまま利用して実施することができるため、簡単安価に
自動視野計、および手動（半自動）視野計の兼用装置として構成することができる。
【００５５】
【発明の効果】
　以上の説明から明らかなように、本発明によれば、視野ドーム内面に視標スポットを投
影し、前記視標スポットの投影位置、および前記視標スポットの視認に関する被検者の応
答を記録する視野計において、前記視標スポットを視野ドーム内面に投影する投影機構と
、入力面の所望の位置に入力を行うためのタッチパネルと、前記タッチパネルにより入力
された所望の位置に対応する視野ドームの位置に視標スポットが投影されるように前記投
影機構を制御する制御手段とを有し、前記視標スポットの投影、移動、および応答記録に
おいて、前記制御手段は、前記タッチパネルから入力された座標位置に視標スポットを投
影したのち前記タッチパネルからの入力座標の変化に応じて視野ドーム内面への前記視標
スポットの投影位置を変更しつつ被検者の応答を記録するとともに、前記タッチパネルか
らの入力座標を変化させる過程で前記タッチパネルからの入力が途絶えたか否かを判定し
、入力が途絶えた場合には前記視標スポットの投影を停止し、前記タッチパネルによる新
たな入力があると、入力された座標位置に視標スポットを再投影する構成を採用している
ので、旧来の手動式（機械式）のゴールドマン視野計の操作感覚を電子化された操作系の
上でシミュレートでき、自動視野計並みの取り扱いの容易さを有し、臨機応変かつ効率の
良い測定を行なえる操作性に優れ、手動式のゴールドマン視野計および自動視野計のそれ
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また容易に測定操作を行なえる優れた視野計を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を採用した視野計の構造を示した説明図である。
【図２】本発明を採用した視野計で表示する記録紙パターンを示した説明図である。
【図３】本発明を採用した視野計で使用可能な入力デバイスの一例を示した説明図である
。
【図４】従来の機械式（手動式）のゴールドマン視野計の前面を示した説明図である。
【図５】従来の機械式（手動式）のゴールドマン視野計の背面を示した説明図である。
【図６】本発明を採用した視野計における検査手順の一例を示したフローチャート図であ
る。
【符号の説明】
１　反射鏡
２　視標投影ランプ
３　集光レンズ
４　視標板
５～７　フィルタターレット
８　リレーレンズ
９　フォーカスレンズ
１１　ミラー
１２　リレーレンズ
１３　ミラー
１４Ａ　ミラー
１４Ｂ　ミラー
１５　プロジェクターレンズ
１７　応答スイッチ
１８　視野ドーム
１９　視標
１０　シャッタ
１０２　モニタ
１０３　外部記憶装置
１０４　プリンタ
１０７　マウス
１０８　ライトペン
１０９　ポインティングデバイス
１５２　位置合せ用窓
１５３　クリックボタン
２０２　ドーム
２０３　アゴ載せ台
２０４　テレスコープ
２０６　記録用紙
２１０　ハンドル
２１０ａ　パンタグラフ
２１１　光源
２１２　プロジェクタ
２１９　押しボタン
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